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1 はじめに 
 

近年、学校施設をはじめとする公共建築物は、少子高齢化による人口減少や地球温暖化
など環境問題への意識の高まり、厳しい財政状況などの社会的背景を受け、これまでの建
替え主体の考え方から、適切な保全＊による建築物の⻑寿命化や既存ストック＊＊の有効活
用への転換が求められています。 

また、平成 24 年 12 月に起きた中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故を受け、国に
よりインフラに関する維持管理等の方向性を⽰す基本的な計画である「インフラ⻑寿命化
計画」（基本計画）が平成 25 年 11 月に策定され、さらにこれを踏まえた、文部科学省に
よる「文部科学省インフラ⻑寿命化計画（⾏動計画）」が平成 27 年 3 月に策定されたこと
により、学校施設の⻑寿命化に向けた取組みが一層推進されることとなりました。 

本市では、新潟市総合計画「にいがた未来ビジョン」において「市有財産の効率的な管
理・利活用の手法として、ファシリティマネジメント＊＊＊の考え方に基づいた財産経営を
推進します。」という⾏政運営方針を掲げています。また、持続可能な財政運営を具体的に
進めていくための計画として「新潟市財産経営推進計画」が平成 27 年 7 月に策定され、
この計画において「総量削減」と「サービス機能の維持」を公共施設における財産経営の
基本方針とし、①施設の最適化（施設の有効活用）、②施設の⻑寿命化、③歳出の削減、④
歳入の確保の 4 つを財産経営の柱としています。 

   本市における市立の学校施設は、市有建築物の延べ床面積全体の 4 割以上を占めており、
学校施設の「⻑寿命化」への転換はこれら計画において重要な役割を果たすものです。 

本市は、延べ面積約 115 万㎡（令和 3 年度 4 月時点）の学校施設を保有し、その多くは
昭和 40 年代後半から 50 年代にかけての児童生徒急増期に整備された建物です。これら建
築後 40 年以上経過する建物が全体の約 36％を占めており、今後、老朽化に伴う修繕・改
修・改築費用が増大することが見込まれます。 

しかしながら、近年の厳しい財政状況のなか、従来、一定年数経過後の改築を主体とし
て⾏ってきた整備では、保有するすべての学校施設を維持管理していくことは困難な状況
にあり、効果的・効率的な整備と財政支出の平準化を図る必要があります。 

このような背景を受け、学校施設の既存ストックを適切に保全し、有効に活用していく
ことを目的として、「新潟市財産経営推進計画 基本方針編」における財産経営の 4 つの
柱のうち「施設の⻑寿命化」に焦点を絞って策定された「新潟市公共建築物⻑寿命化指針」
（以下「公共建築物⻑寿命化指針」という。）を踏まえ、本「新潟市学校施設⻑寿命化指針」
を策定しました。今後、本指針に基づく具体的な「新潟市学校施設⻑寿命化実施計画」（以
下「実施計画」という。）を策定し、学校施設の⻑寿命化を推進していきます。 

 ＊保全 
建築物（設備を含む）及び諸施設、外構、植栽などの対象物（以下「建築資産」という。）の全体または部分の機能及び性能を

使用目的に適合するよう維持または改良する諸⾏為のこと。 
 ＊＊ストック 

過去に建築され、現在も存在している建築資産のこと。 
 ＊＊＊ファシリティマネジメント 

企業、団体等が、組織活動のために施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経営活動をいう。 



 

 

 

2 学校施設⻑寿命化指針の位置づけ 
2.1 位置づけ 

本指針の位置づけは以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.2 対象施設 

本指針の対象施設は、市立学校施設（小学校、中学校、特別支援学校、高等学校、幼稚園、
中等教育学校）のうち、地震防災対策特別措置法第６条の２で規定される耐震診断実施対象
施設に準じて、以下のとおりとします。 

 
  ○ 構造が木造以外であり、階数が２以上または延べ面積が 200 ㎡を超えるもの 
  ○ 構造が木造であり、階数が３以上または延べ面積が 500 ㎡を超えるもの 
 
  なお、上記に該当しない施設として、木造平屋建 500 ㎡以下の幼稚園が 1 園ありますが、

本指針においては対象外とします。 
 
 
 



 

 

 

3 学校施設の実態 
3.1 学校施設の運営状況・活用状況等の実態 

本市が保有する建築物を、令和 3 年度の公有財産台帳における面積について、学校施設、
市営住宅、学校施設及び市営住宅を除く一般建築物（以下「一般建築物」という。）で集計
したものが図 3.1.1 のグラフです。 

 
図 3.1.1 市有建築物の用途別内訳（延床面積） 

 
 
3.1.1 現状 

令和 3 年 4 月時点における本指針で対象となる学校施設は、小学校 106 校、中学校 56
校、特別支援学校 2 校、高等学校 2 校、幼稚園 9 園、中等教育学校 1 校があり、931 棟、
延床面積約 109 万㎡となっています（表 3.1.1）。 

 
表 3.1.1 対象学校施設 

令和 3 年 4 月 1 日時点 
 

小学校 中学校 
特別支援 

学校 
高等学校 幼稚園 

中等教育 
学校 

計 

施設数 
（校・園） 

106 56 2 2 9 1 176 

棟数 
（棟） 

536 352 17 5 13 8 931 

延面積 
（㎡） 

629,838 407,309 13,568 20,310 7,719 16,146 1,094,890 

※本指針対象外の幼稚園１園は含みません。 
 

資料：令和 3 年度公有財産台帳 



 

 

保有施設の建築年代別の延べ面積の分布をグラフ化すると、昭和 50 年代（1975〜1984
年）に建てられたものが多いことがわかります（図 3.1.2）。これは、児童生徒の急増期に
おける小・中学校建築の集中が大きな要因と考えられます。 

また、建築後 40 年を経過する建物が全体の 36.4％を占め、老朽化対策が喫緊の課題と
なっています（図 3.1.3）。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

建築後 40 年超 

図 3.1.3 建築年代別延床面積の割合 

図 3.1.2 建築年別延床面積の分布 



 

 

各年度時点における建築後 40 年を経過した学校施設の面積は、平成 22 年度以降の 10
年間余りで 3 倍以上に増加し、安全面や機能面で不具合が生じています。なお、これらの
学校施設のうち、昭和 56 年（1981 年）以前に建築された旧耐震基準の施設については、
平成 27 年度で対象施設すべての対応を完了しています。 

一方、この期間において学校施設の改修に係る事業費については、施設の耐震化に係る
工事を集中して⾏ってきたことや、合併建設計画に基づく工事を実施してきたことから、
増加傾向にありましたが、それ以降は年度ごとでバラつきはあるものの、平均すると横ば
いになっています。 

減少に転じています（図 3.1.4）。改修に係る事業費には、大規模な改修工事の事業費の
ほか、小規模な維持管理修繕費を含みます。 

耐震化事業や合併建設計画事業が完了した以降、経年施設が大幅に増加する一方で、老
朽化対策の改修事業予算の確保は厳しい状況にあります。 

 
 

 
図 3.1.4 経年施設保有面積と改修事業費の推移 

 
 

（㎡） （千円） 



 

 

小・中学校の児童生徒数は、昭和 58 年（1983 年）の 66,949 人をピークに、減少に転
じています。平成 17 年 3 月の 12 市町村合併により、ピーク時と同程度の児童生徒数とな
りましたが、それ以降は減少傾向です（図 3.1.5）。一方、校舎床面積はここ数年で若干減
少に転じているものの、概ね増加傾向にあり（図 3.1.5）、児童生徒数がピーク時の既存ス
トックを使い続けていることや、学習内容の多様化等で必要な床面積が増大していること
から、児童生徒１人当たりの校舎床面積は昭和 40 年（1965 年）以降の 55 年間余りで 3
〜4 倍と大幅に増加しています（図 3.1.6）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 3.1.5 小・中学校の児童生徒数と校舎床面積の推移 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.6 小・中学校の児童生徒１人当たりの校舎床面積の推移 

（12 市町村合併） 

（人） （㎡） 

（㎡／人） 



 

 

3.1.2 課題 
 
 

 
学校施設のストックは、建築後 40 年以上経過している施設が 3 割以上を占めており、

そのうちの多くの施設で、外壁や屋上防水、設備配管機器等について老朽化が進み、改修
の時期を迎えています。また、建築当時と比較し、学校施設に求められる性能水準が高く
なっており、教育環境の改善が求められています。改修による⻑寿命化対策を⾏い、多く
のストックを有効に活用していくことが必要となっています。 

 
 
 
 
 
  児童生徒の急増期に建築された建築後 40 年以上経過した多くの学校施設が、今後改修

や更新の時期を迎え、大きな財政負担となる見込みです。限られた予算のなかで、学校施
設を適切に維持管理するためには、改修による⻑寿命化対策の実施により、施設のライフ
サイクルコスト＊の縮減を図る必要があります。また、改修や更新の実施にあたっては、
事業費の縮減と学校施設全体における財政支出の平準化が重要な課題となっています。 

 
 
 
 
 
  既存ストックの有効活用やコストの縮減、地域との連携等の観点から、今後、学校施設

の改築や大規模な改修を⾏う際は、放課後児童クラブをはじめ、社会福祉施設や地域コミ
ュニティ施設等との複合化を検討し、市有財産の効率化や有効活用を図る必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ＊ライフサイクルコスト 

建築物の企画設計段階、建築段階、運用管理段階及び解体再利用段階の各段階のコストの総計のこと。 
 

課題 1 既存ストックの老朽化対策と有効活用 

課題 2 コストの削減と財政支出の平準化 

課題 3 市有財産の有効活用 



 

 

3.2 学校施設の老朽化状況の実態 
学校施設の老朽化対策を⾏うにあたり、どの施設をいつどのように実施するのか、具体的

な計画を策定することが求められます。そのためには、対象施設の状況（老朽度）を評価す
ることが必要となります。この評価を基に、対象施設について⻑寿命化に向けた適切な改修
方法や時期を検討していきます。 
 
 
3.2.1 評価 

学校施設の老朽度については、公共建築物⻑寿命化指針に基づき策定された「新潟市公共
建築物保全計画」（以下「保全計画」という。）における保全対象部位をはじめ、以下の視点
で現地の目視確認等を⾏い、各項目の評価ポイントにより相対的に評価します。評価ポイン
トの配点は、事業実施における重要度や事業費負担の度合いを勘案し設定します。併せて、
建築年や過去の大規模な改修工事の履歴を反映させます。 
 

① 構造躯体を健全に保つもの 
② 施設運営に大きな影響を与えるもの 
③ 防災面・安全面で配慮が必要なもの 
④ 教育環境に求められるもの 

 
 これらに加え、施設管理者からの聞取りのほか、定期点検や消防設備点検等の法定点検の
結果を考慮し評価を⾏います。また、必要に応じて建物の耐力度調査を⾏い、測定された構
造上の危険度の結果を基に、躯体に係る改修の実施の是非及び改修の内容を検討します。 
 



 

 

3.2.2 課題 
 
 

 
少人数指導のためのスペースや多目的スペースなどの施設が未整備の学校施設について、

多様化する学習内容・学習形態に対応できる施設空間に改善していく必要があります。 
また、地域との連携を図り、学校施設をコミュニティの拠点とする、ボランティア室の

整備を推進します。 
 
 
 
 

 
学校施設を⻑く使い続けることにより、建築時・解体時における産業廃棄物の排出を抑

制するとともに、省エネルギー機器の導入や設備の更新、施設の適切な運用管理などによ
り、建物の建築から解体までの期間において排出される温室効果ガスを抑制する必要があ
ります。 

 
 
 
 

 
学校施設の構造や配置平面の状況等によっては、⻑寿命化を図り建物を⻑期に維持して

いくことが困難である場合があります。改修に多額の費用がかかることが想定される場合
や改修では解決できない課題がある場合、学校の適正配置による統廃合の場合等、施設の
個別の状況を踏まえ、⻑寿命化を図ることにより今後⻑期間活用できる施設か検討する必
要があります。 

 

課題 1 多様化する教育環境への対応 

 

課題 2 環境配慮への取組み 

課題 3 長寿命化対策の有効性 



 

 

 

4 学校施設の目指すべき姿 
 
本市教育委員会で策定した「新潟市教育ビジョン」における基本目標のひとつとして、

「自立した学びと開かれた学びを支援する学習環境」が定められています。その実現のた
め、学校施設の実態や課題を踏まえ、本指針において、これから学校施設が目指すべき姿
として次の項目を設定し、学校施設整備の方針を定めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■学びのセーフティネットとしての学校施設 
■学校教育・生涯学習の基盤となる学校施設 
■学校運営の将来を見据えた持続可能な学校施設 

 
≪具体的な施策≫ 

① 安心安全な学校施設 
安心安全な教育環境の確保のため、建物の構造上の安全性を保つための劣化対

策や防犯・事故対策に配慮した施設整備を図ります。 
地域の避難施設として、建物の構造及び設備において地震等の災害に強く、防

災機能を備えた学校施設の整備を進めます。 

②コミュニティの拠点としての学校整備 
学校内のボランティア室等の整備を推進するほか、放課後児童クラブをはじめ

とした地域施設との相互利用や複合化を検討し、地域と連携した学校運営の実現

を目指します。 

③多様な教育への対応 
少人数指導のための教室や多目的スペースなど、多様な学習内容に対応する空

間の確保のほか、今後、より多くの設置要望が想定される特別支援学級への対応

を図ります。 

④環境を考慮した学校施設 
省エネルギー対応の設備機器の導入により環境負荷の低減を図ります。また、

災害時における活用も踏まえ、太陽光発電設備の導入を検討します。 

⑤計画的・効率的な施設整備 
学校施設が良好な状態を維持できるよう計画的な改修を実施し、長寿命化や複

合利用等を検討・実施することで、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

目指すべき姿 



 

 

 

5 学校施設整備の基本的な方針 
 

学校施設の目指すべき姿の実現に向け、学校施設整備の基本的な方針を定め、⻑寿命化
の推進を図ります。 

 
 
5.1 目標使用年数 

厳しい財政状況において、これまでの改築主体の整備手法を続けていくことは困難であ
り、既存ストックを有効に使っていく必要があります。本指針における建物の目標使用年
数の設定については、公共建築物⻑寿命化指針で⽰される 80 年を基本とします。 

しかしながら、これまでの保全状況によっては、構造躯体の劣化が著しい等、継続使用
するための改修費用が大きくなる場合が考えられます。このような場合は、施設のライフ
サイクルコストを考慮し、どの程度の期間使用していくか検討します。 

また、各施設の改築時期については、学校施設全体の事業量について平準化を図る必要
があるため、目標使用年数 80 年を前後することが考えられます。 

 
 
 



 

 

5.2 改修等の基本的な方針 
目標使用年数まで学校施設を使用するため、適切な時期に改修を⾏い、施設を良好な状

態で維持する必要があります。また、求められる施設性能の向上や変化にも対応する必要
があります。 

学校施設の⻑寿命化においては、建物の物理的な不具合を解消し、耐久性を高めること
に加え、建物の機能や性能を現在及び将来に向け求められている水準へ引き上げる改修を
⾏うことを基本方針とします。 

 
 
5.2.1 改修の実施手法 

学校施設の⻑寿命化を図る改修として、物理的劣化による建物の構造的な問題を解消し、
さらに耐久性を向上させるもののほか、学校施設を取り巻く環境や社会的・技術的情勢の
変化による施設機能の相対的価値の低下に対応し、建物の機能や性能を現在及び将来に向
け求められる水準へ引き上げるものが考えられます。建物の状況と求められる機能・性能、
目標使用年数までの期間やコスト等を総合的に検討し、改修の内容を決定します。 

また、学校施設の改修は、施設を運営しながらの工事を原則とします。このため、夏休
み等の⻑期休業期間での実施を考慮した工期設定や、利用状況を考慮した工区分け・作業
区域の設定を⾏うなど、学校運営や児童生徒の安全に支障とならないよう配慮が必要とな
ります。 

  改修工事の実施においては、国庫補助事業である大規模改造事業や⻑寿命化改良事業、
防災機能強化事業を活用するなど、積極的に財源確保を図ります。また、改修工事に係る
全体事業費を平準化し、継続的に⻑寿命化を推進します。 

 
 
5.2.2 改修の実施対象 

本指針で対象とするすべての学校施設について、⻑寿命化を図ることを原則とします。 
しかしながら、ライフサイクルコストの縮減や財政支出の平準化を図り、既存ストックを

有効に活用することが⻑寿命化の大きな目的であることから、学校施設が以下に⽰す⻑寿命
化への対応に適さない施設と判断された場合は、改築または廃止の検討を⾏います。 

 
 ○躯体のコンクリート強度が著しく低い等、構造的な補強や改修が困難な施設 
 ○校地環境の安全性が欠如している施設 
 ○建物の配置や仕様に問題があり、改修による問題の解消が困難な施設 
 ○施設の老朽化が著しい等、施設に対する現在の要求水準の確保に多額の費用がかかる施設 

○学校の適正配置等の地域の実情により、改築や廃止を検討するべき施設 
 
  なお、⻑寿命化への対応を⾏わないこととした学校施設についても、改築や廃止までの期

間に応急的な保全を⾏うなど、安全性・機能性等の確保に留意します。 
 



 

 

5.2.3 改修の実施時期 
学校施設を目標使用年数まで使用するためには、適切な時期に改修を⾏う必要があります。学

校施設の安全性や機能の維持向上を図り、建物の耐久性を高めるための大規模な改修については、
保全計画における保全対象部位の改修周期を参考として、目標使用年数を踏まえ、建築後 40 年
程度経過する時期に⻑寿命化工事を⾏います。さらに、建築後 20 年及び 60 年程度経過する時期
に健全な状態に保つための予防改修工事を⾏うことが望ましいと考えます。 

このように、目標使用年数 80 年の間に、経年劣化による損耗や機能低下に対する「機能回復」
と、機能回復に社会的要求水準を満たすための改修工事を付加した「機能向上」を⾏うことで、
施設の⻑寿命化を図り、良好な状態で目標使用年数まで活用できるようにします。 

 また、国の⻑寿命化改良事業は建築後 40 年以上経過し改修後 30 年以上使用することが要件
となっていることを考慮し、実施時期を検討します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.2.1 ⻑寿命化のイメージ 



 

 

学校施設を常に安全で良好な状態で維持するためには、これまでの事後保全＊から予防保
全＊＊に転換する必要があります。予防保全を⾏うことにより、突発的な事故や費用負担を減
少させることができ、日常的な維持管理の費用を平準化し、中⻑期的なコストを縮減するこ
とが可能となります。このため、日常的な維持管理や定期点検、法定点検等を適切に実施し、
施設の状況を把握しておく必要があります。 

大規模な改修工事の実施にあたっては、予防保全の観点からも工事内容や実施時期の検討
を⾏い、より効果的な⻑寿命化対策を図ります。 

また、比較的更新周期の短い設備機器等や立地条件等により劣化の進⾏が著しい学校施設
については、必要に応じて、大規模な改修工事の実施時期とは異なるタイミングで、機器の
更新や部分的な改修を⾏います。 

 
 
 

 ＊事後保全 
建築物の部分あるいは部品に不具合・故障が生じた後に、部分あるいは部品を修繕もしくは交換し、性能・機能を所定の状態に

戻す保全の方法 

 ＊＊予防保全 
建築物の部分あるいは部品に不具合・故障が生じる前に、部分あるいは部品を修繕もしくは交換し、性能・機能を所定の状態に維

持する保全の方法 

 機能回復 
対象物の経年劣化による損耗や機能低下に対して初期の性能及び機能を回復させるために⾏う保全 
主な改修内容：屋上防水改修・外壁改修・設備機器更新（配管除く） 

 機能向上 
  対象物の経年劣化による機能回復に加えて、社会的要求に応えるために初期の性能及び機能を向上させるために⾏う保全 

主な改修内容：屋上防水改修・外壁改修・開口部改修（断熱化）・内部改修（床・壁・天井）・設備全面更新（配管含む） 

 



 

 

 

6 ⻑寿命化に向けた継続的運用方針 
 

本指針に基づき、効率的かつ効果的な学校施設整備を進めていくためには、 

 ① Plan 施設の状況を把握したうえで、それを踏まえた実施計画を策定 

 ② Do 計画に基づく適切な改修や日常的な維持管理を実施 

 ③ Check 整備による効果を検証し、整備手法等の改善点の課題を整理 

 ④ Action 次期計画に反映 

という PDCA サイクルを確立することが重要です。 
計画に基づき適切な改修や維持管理を⾏うだけではなく、常に施設の現状を的確に把握

し、問題点を検証・改善するなど、必要に応じて計画の見直しを⾏います。 
 
 
6.1 学校施設⻑寿命化実施計画の策定 

本指針に基づき、各学校施設の中⻑期的な実施計画を策定し、計画的に整備を⾏うこと
により、学校施設の⻑寿命化対策の効果的な実現を目指します。 

実施計画においては、以下の項目を盛り込み策定します。 
 
 ○基本的な方針を踏まえた施設整備の水準 
 ○⻑寿命化の実施計画 
 
  ⻑寿命化の実施計画においては、老朽度の評価に基づき改修等に関する優先順位付けを⾏

い、今後の改修等の内容や時期を整理し、中⻑期的な年次計画を策定します。これにより、
適切な改修時期を設定することによる学校施設の安全の確保や、改修事業に係る財政支出の
平準化を図ります。この年次計画は、改修の実施状況や学校施設の劣化の進⾏状況等によっ
て適宜見直しを⾏い、実⾏性の高いものとします。 

また、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第 12 条に規定する施設整
備計画の策定にあたっては、実施計画の内容を反映します。 

 



 

 

6.2 施設情報の管理と活用 
策定した実施計画の見直し等を⾏うため、学校施設の状況や過去の改修履歴等をデータ

として蓄積し、確実に更新することが重要となります。 
以下の情報を適切に管理し、学校施設の状況を把握することで、改修内容や改修時期に

ついて総合的に判断します。 
 
 ○公立学校施設台帳・・・・学校施設の基本情報、大規模改造事業等の履歴 
 ○学校施設工事履歴・・・・改修・修繕工事の履歴 
 ○学校資料集データ・・・・学校施設に係る各種詳細情報（財産、仕様、設備等） 
 ○法定点検報告・・・・・・点検時の指摘事項 
 ○修繕工事要望・・・・・・各学校、園からの修繕要望 
 ○学校施設老朽度評価・・・相対的な老朽度 
 
  各情報データは、施設状況に変更が生じた際や調査、報告が⾏われた際に適宜更新する

ほか、毎年度、更新の有無を含め、内容を確認します。ただし、学校施設老朽度評価につ
いては、実施計画において調査実施時期を定め、これに応じて更新します。 

 



 

 

6.3 推進体制等の整備 
実施計画策定後も、学校施設の老朽化は進⾏し、状況は変化していきます。また、学校

施設に求められる機能や水準も変わっていくことが考えられます。 
これら学校施設の状況を的確に把握するためには、学校・園や教育委員会各課との連携

が重要であるほか、課題解決に向け、市⻑部局各課との連携は欠かせません。 
実施計画に基づき⻑寿命化を確実に実施するため、下図（図 6.3.1）のとおり関係部署と

の連携をより一層図り、学校施設の⻑寿命化を推進する体制を充実させていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 6.3.1 学校施設⻑寿命化の推進体制 

 

＜教育委員会 各課＞ 
○教育ビジョンに係る事項 
○学校施設の統廃合に係る事項 
○予算や物品に係る事項 
○保健・給食に係る事項 
○学校開放利用に係る事項 

＜各学校・園＞ 
○日常的な点検の実施・報告 
○指定修繕要望の提出 
○小規模修繕の実施 

 

＜市長部局 各部＞ 
○財務部：予算、財産管理 
○福祉部：複合利用 
○環境部：省エネ、空気環境等 
○区役所：学校開放利用、複合利用 
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＜教育委員会 施設課＞ 
○学校施設長寿命化指針策定 
○学校施設整備計画策定・見直し 
○学校施設各種データ管理 
○改修工事の設計・工事発注・監理 

 

＜市長部局 建築部＞ 
○公共建築物長寿命化指針策定 

○各種技術的支援 
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